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の
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【
事
例
１
】

　
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
薬
が
市
販
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
開
発
し
て
い
る
会
社

に
投
資
し
ま
せ
ん
か
」
と
電
話
が
か
か
っ

て
き
た
。
後
で
高
く
売
れ
る
と
い
う
の
で

1
0
0
万
円
投
資
し
た
が
、
送
ら
れ
て
く
る

は
ず
の
証
券
が
届
か
な
い
。
不
安
に
思
い
業

者
に
電
話
し
た
が
連
絡
が
つ
か
な
い
。（
男

性　
60
歳
代
）

【
事
例
２
】

　
「
病
院
へ
投
資
し
ま
せ
ん
か
」
と
電
話
が

あ
り
、
人
の
良
さ
そ
う
な
青
年
が
自
宅
に
説

明
に
来
た
。
医
療
機
関
債
を
3
0
0
万
円
購

入
す
れ
ば
、
毎
月
１
万
円
の
配
当
が
あ
る
と

い
う
。「
病
院
に
は
日
ご
ろ
お
世
話
に
な
っ
て

い
る
し
、
知
ら
な
い
病
院
だ
け
ど
人
ご
と
で

は
な
い
」
と
思
い
、
そ
の
場
で
3
0
0
万
円

を
手
渡
し
た
。
3
カ
月
間
は
順
調
に
支
払
わ

れ
て
い
た
配
当
が
、
4
カ
月
目
か
ら
途
絶
え

て
し
ま
っ
た
。（
女
性　
70
歳
代
）

　

医
療
法
人
な
ど
に
投
資
を
し
た
も
の
の
、

「
配
当
が
支
払
わ
れ
な
く
な
っ
た
」「
連
絡
が

つ
か
な
く
な
っ
た
」
と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が

高
齢
者
を
中
心
に
増
え
て
い
ま
す
。
勧
誘
の

際
に
、
健
康
に
不
安
を
抱
え
が
ち
な
高
齢
者

に
医
療
へ
の
貢
献
を
う
た
っ
て
「
人
ご
と
で

は
な
い
か
ら
協
力
し
よ
う
」
と
購
買
意
欲
を

あ
お
っ
た
り
、「
安
全
で
高
金
利
、
絶
対
に
も

う
か
り
ま
す
」
な
ど
と
虚
偽
の
説
明
が
行
わ

れ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
勧
誘
方
法
の
問
題
以
前
に
、
製
薬

会
社
や
医
療
機
関
を
か
た
っ
た
詐
欺
の
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
返
金
を
求
め

て
も
連
絡
を
取
る
こ
と
は
大
変
困
難
で
す
。

ア
ド
バ
イ
ス

①
医
療
機
関
債
は
、
医
療
法
人
が
借
り
手
と

な
る
金
銭
消
費
貸
借
契
約
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
有
価
証
券
で
は
な
い
の
で
、

換
金
性
が
非
常
に
乏
し
く
、
医
療
機
関
が

破
産
し
た
場
合
は
全
損
の
恐
れ
も
あ
り
ま

す
。「
絶
対
に
も
う
か
る
」
な
ど
と
い
っ
た

業
者
の
話
を
う
の
み
に
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。

②
リ
ス
ク
や
契
約
内
容
が
理
解
で
き
な
け
れ

ば
絶
対
に
契
約
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
つ

じ
つ
ま
が
合
わ
ず
信
用
性
が
疑
わ
し
い

ケ
ー
ス
は
、詐
欺
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

③
数
回
の
配
当
の
支
払
い
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
信
用
さ
せ
る
た
め
だ
け
の
手
口
で
あ

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
支
払
い
が

あ
っ
た
こ
と
を
信
用
し
て
、
さ
ら
に
増
資

す
る
こ
と
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

行
田
市
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー（
市
役
所
内
・
内
線
4
9
5
）ま
た
は

埼
玉
県
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
春
日
部

☎
0
4
8
―
7
3
4
―
0
9
9
9

　医
療
へ
の
貢
献
を
う
た
っ
た
投
資
ト
ラ
ブ
ル

　行田市老人クラブ連合会の愛称について募集したと
ころ、市内外より109点の応募がありました。
　このほど理事会で検討し、定時総会にて次のとおり
決定しました。

　今回、愛称が決定したことにより、クラブの事業内
容などをさらに充実させ、多くの方に親しみや興味を
持っていただけるようなクラブにしていきます。

▶問い合わせ　同クラブ連合会事務局（高齢者福祉課
内・内線223）

会員になって、生きがいや仲間を見つけませんか
　長年培った知識や技術を生かして地域に貢献したい
方、健康のために体を動かしたい方の入会をお待ちし
ています。

▶対　　象　市内在住の健康で働く意欲のある60歳
以上の方

▶入会説明会　毎月第3木曜日午前10時からシルバー人
材センター（旭町13―24）で行っています。

その仕事シルバー人材センターにお任せください
【仕事例】刃物研ぎ、植木の剪

せん
定
てい

、除草作業、屋内外
の掃除、ふすま・障子・網戸の張り替え、簡単な大
工仕事、塗装、毛筆筆耕、植木の散水作業など

▶そ の 他　同センターでは、旅行
　やサークル団体活動なども行って
　います。
▶問い合わせ
　同センター☎556―5221

浮城シニアクラブで一緒に活動してみませんか
　浮城シニアクラブでは、仲間づくりをはじめ、健康
づくりや奉仕活動などさまざまな活動を行っています。
興味を持った方や新しくクラブの設立を考えている方
は、同クラブ連合会事務局まで問い合わせください。
▶クラブ加入要件　おおむね60歳以上の方
　※近くのクラブを紹介します。
▶クラブ設立要件　おおむね60歳以上の方で会員が30

人以上の場合、新規クラブの設立が可能です。
▶補助金額　 36,000円～48,300円（平成24年度）
　※会員数に応じて異なります。

賞 愛　　称 考　案　者
最 優 秀 賞 浮城シニアクラブ 長谷川昌夫さん（行田市）

優　秀　賞 うきしろ会 藤原正宜さん（加須市）
友愛クラブ 江川ミネさん（行田市）

遠方投稿賞 ねんりん倶楽部 朝倉　修さん（札幌市）

行田市老人クラブ連合会の愛称
が「浮

う き

城
し ろ

シニアクラブ」に決定
地域の皆さんのお役に立ちます地域の皆さんのお役に立ちます

シルバー人材センター



15

第
1
期
納
期
限　

8
月
27
日
㈪

　

受
益
者
負
担
金
は
、
下
水
道
供
用
開
始
と

な
っ
た
時
点
で
、
使
用
の
有
無
を
問
わ
ず
土
地

の
面
積
に
応
じ
て
賦
課
さ
れ
ま
す
。
こ
の
負
担

金
の
納
付
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
期
限
内
の
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、
納
付
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、負
担
金
賦
課
区
域
内
の
土
地
で
売
買・

相
続
な
ど
に
よ
り
受
益
者
の
変
更
が
あ
っ
た
方

は
、
下
水
道
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
同
課
業
務
担
当
☎
5
6
4
―

0
3
0
3（
前
谷
1
―
1
・
水
道
庁
舎
内
）

　
総
合
福
祉
会
館
「
や
す
ら
ぎ
の
里
」
機
能
回

復
訓
練
プ
ー
ル
の
水
抜
き
清
掃
を
行
う
た
め
、

８
月
10
日
㈮
か
ら
14
日
㈫
の
間
は
プ
ー
ル
の
利

用
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
機
能
回
復
訓
練
室
は
通
常
ど
お
り
利

用
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　
行
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
☎

5
5
7
―
5
4
0
0

　制度の利用に際しては、それぞれ所得制限がありますのでご注意ください。

　次のいずれかに該当する子どもを育てている父ま
たは母、養育者に、子どもが18歳（子どもが政令で定
める障害があるときは20歳）になった年度末まで支給
される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当
の対象になります。

・父母が婚姻を解消した子ども
・父または母が死亡した子ども
・父または母に一定の障害がある子ども
・父または母の生死が明らかでない子ども
・父または母に1年以上遺棄されている子ども
・父または母が法令により1年以上拘禁されている子

ども
・母が婚姻によらず妊娠した子ども
※婚姻には、婚姻届を提出していないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある場合（内縁関係など）を
含みます。

次のような場合には受けられません
・申請する方や子どもが日本国内に住所を有さない

とき
・子どもが児童福祉施設などに入所しているとき
・申請する方が公的年金を受けることができるとき
・子どもが父または母の死亡について支給される公

的年金を受けることができるとき
・子どもが父または母に支給される公的年金の額の

加算の対象となっているとき
※障害年金の子どもの加算については、子どもの加

算額を児童扶養手当額が上回る場合、児童扶養手
当を選択して受給できるようになりました。詳し
くは、子育て支援課まで問い合わせください。

　ひとり親家庭などで子どもを育てている方（養育者
を含む）と子どもに対し、医療費の一部が支給される
制度です。申請を受け付けた日から支給の対象にな
ります。

　精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子
どもを育てている方に支給される手当です。申請を
受け付けた翌月分から手当の対象になります。

次のような場合は受けられません
・申請する方や子どもが日本国内に住所を有さない

とき
・子どもが障害による公的年金を受けることができ

るとき
・子どもが児童福祉施設などに入所しているとき

　父もしくは母または父母の双方が欠けている義務
教育就学中の次のいずれかに該当する子どもを養育
している方に支給される手当です。申請を受け付け
た月から手当の対象になります。
・父もしくは母または父母の双方が死亡した子ども
・父母が婚姻（事実上婚姻関係と同様の事情にある場

合を含む）を解消した子ども
・母が婚姻によらず出産した子ども

次のような場合は受けられません
・生活保護を受けている世帯の保護者
・現年度（4月分から7月分の手当については前年度）

の市町村民税の所得割が課税されている保護者

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金

を
お
支
払
い
の
方
へ

機
能
回
復
訓
練
プ
ー
ル
の

水
抜
き
清
掃
を
行
い
ま
す

児童扶養手当 ひとり親家庭等医療費支給

特別児童扶養手当

ひとり親家庭等児童養育手当

子育てを応援します子育てを応援します

▶問い合わせ　児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭等児童養育手当については子育て支援課子育て支援担当（内線
262）または子育て総合支援窓口☎556―2011、ひとり親家庭等医療費支給については保険年金課医療担当（内線226・227）


